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操作器のサイズが「Ｗ90㎜×Ｄ150㎜×H70
㎜以下であること」とありますが、弊社製
品「待ち楽flex」は8インチサイズのタブ
レット端末（参考値：Ｗ119.8㎜×Ｄ198.0
㎜×H9.0㎜）を採用しております。
指定のサイズでなければならない理由はあ
りますでしょうか？

タブレット端末で現在と同様の機能が搭載
されているのであれば、問題ありません。
通常は、呼出・再呼出・履歴の打出し等に
使用しています。

「発券用紙抜き取り検知」機能のみについ
ては、職員が対応中でも確認できるため必
要としているので、それに替わるものが無
いのであれば仕様書に合致しているとは言
えません。

４

待ち楽flexは発券機に無線アクセスポイン
トを接続し、操作器・表示器と無線通信に
て運用するため、中継器（POEHUB）を発用
としませんがよろしいでしょうか？

無線通信による運用において、支障が発生
しなければ問題はありません。
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タッチパネルによる発券様式でも問題あり
ません。

質 問 事 項 回 答 事 項

待ち楽flexの操作器はタブレット端末とな
るため、各機能の入力がありません。
現在の運用に支障がない同様の機能が登載
されていれば問題ないでしょうか？
また、可能であれば日常運用の例をご教授
いただけますでしょうか？

１

２

「待ち楽flex」は物理的なボタンでの発券
ではなく、タッチパネル式の発券機を採用
しております。タッチパネル上のボタンを
タッチしていただき、発券用紙を発券する
様式でもよいでしょうか。

３
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発券機の設置スペースは「Ｗ340㎜×Ｄ580
㎜×H240㎜」まで可能です。
貴社製品「待ち楽flex」のサイズであれ
ば、問題ありません。

発券機のサイズが「Ｗ270㎜×Ｄ360㎜×
H240㎜以下であること」とありますが、弊
社製品「待ち楽flex」はＷ293.0㎜×Ｄ
227.2㎜×H195.7㎜の機器を採用しておりま
す。
発券機の設置スペースはどのくらいありま
すでしょうか、またそのスペースに収まる
機器であれば同等品として認められますで
しょうか？

貴社の操作器のサイズであれば、問題あり
ません。

待ち楽flexでは発券用紙を印字するプリン
ターが発券機と一体型ではないため「発券
用紙抜き取り検知」「用紙マークセンサー
機能」「用紙ニヤエンド機能」「カバー
オープン機能」「発券口ランプ表示機能」
はありません。
上記機能は必須でしょうか？



９

表示器の左右番号案内とありますが、窓口
の数はいくつあるのでしょうか？
音声と表示にて窓口を案内可能であれば上
記機能は必要ありませんでしょうか？

窓口は４か所です。
音声と表示にて窓口案内が可能であれば、
問題はありません。

７

表示器について「待ち楽flex」はモニター
にて呼出番号の表示と音声呼出しを行いま
す。裏面も同様にモニターを取り付け、待
ち時間・待ち人数を表示します。これをク
ランプ式ポールにて取り付ける設置方法で
よろしいでしょうか？

表示器の表面及び裏面をクランプ方式ポー
ルで取り付ける設置方法で問題はありませ
ん。

８

表示器の表示部の各番号のサイズについて
指定がありますが、待ち楽flexではLCDモニ
ターにて表示するため指定機器とレイアウ
トが異なります。指定のサイズでなければ
ならない理由はありますでしょうか？

一般的に目視しやすいサイズであれば、問
題ありません。
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